
 

令和７年版 
 

名古屋市環境白書 
 

（ 参 考 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

名古屋市 



目   次 

 

１ 環境基本条例 ………………………………………………………… １ 

２ 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 ………… ２ 

３ 環境基準  

（１）大気汚染に係る環境基準 ………………………………………… ４ 

（２）有害大気汚染物質に係る環境基準 ……………………………… ６ 

（３）水質汚濁に係る環境基準 ………………………………………… ７ 

（４）地下水の水質汚濁に係る環境基準 ……………………………… 14 

（５）騒音に係る環境基準 ……………………………………………… 16 

（６）新幹線鉄道騒音に係る環境基準 ………………………………… 17 

（７）航空機騒音に係る環境基準 ……………………………………… 18 

（８）土壌の汚染に係る環境基準 ……………………………………… 20 

（９）ダイオキシン類に係る環境基準 ………………………………… 23 
 
４ 環境目標値  

（１）大気汚染に係る環境目標値 ……………………………………… 24 

（２）水質汚染に係る環境目標値 ……………………………………… 25 
 
５ 大気・水質観測局等 

（１）大気汚染常時監視測定局の配置状況 …………………………… 28 

（２）大気発生源観測局の設置場所 …………………………………… 30 

（３）水質主要調査地点 ………………………………………………… 32 

（４）地盤沈下・地下水位観測所の配置状況 ………………………… 34 



１ 環境基本条例 

（１）環境基本条例の制定の経緯と概要 

 平成5 年11 月に制定された環境基本法の中で地方

公共団体の責務が定められたことを受け、平成8 年3 

月に名古屋市環境基本条例を制定しました。 

 この条例は、現在及び将来の世代の市民が健康で安

全かつ快適な生活を営むことのできる良好な環境を確

保するため、市、事業者及び市民の責務を明らかにす

るとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事

項を定めたもので、制定の趣旨、目的、環境の保全に

ついての基本的な理念を明らかにするための前文に続

き、本則全35 条など右のような構成となっています。 

 

（２）名古屋市環境審議会 

市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項について調査審議し、その結果を答申する

ことを役割とした市長の附属機関であり、環境基本条例に基づき設置されています。 

審議会は、市議会の議員のうちから議長が推薦した者、学識経験者及び関係行政機関職員のう

ちから市長が委嘱する25 人以内の委員と､特別の事項を調査審議するため､調査審議事項ごとに

学識経験者のうちから市長が委嘱する5 人以内の専門委員で組織することとされています。 

 

（３）地域環境審議会 

市民の意見を環境行政に反映させるため、環境基本条例に基づき、区域に係る環境の保全に関

する施策の調査などのため、市長の附属機関として各区に設置されています。地域環境審議会は、

それぞれの区の実情に応じ、その区域における環境保全に関する施策について調査審議していま

す。 

 

 

≪条例の構成≫ 

前文 

第 1 章 総則 

第 2 章 環境の保全に関する基本的施策 

 第 1節 施策の策定等に係る方針 

 第 2節 環境基本計画 

 第 3節 環境の保全のための施策等 

第 3 章 名古屋市環境審議会 

第 4 章 地域環境審議会 

附則 
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２ 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（略称：環境保全条例） 

（１）条例制定の経緯 

高度経済成長期、危機的な状況にあった産業型公害に緊急に対処するため、昭和48 年1 月、

大気汚染物質の排出規制、地盤沈下対策を目的とした地下水採取規制を主たる内容とする名古屋

市公害防止条例を制定しました。しかしながら、その後の都市化の進展、社会経済情勢の変化等

により、環境問題の態様が大きく変化する中、公害防止条例では、こうした今日的な環境問題に

適切に対応することが困難となってきました。 
そこで、現在及び将来の世代の市民が健康で安全な生活を営むことができる良好な環境を保全

することを目的として、公害防止条例を全面的に見直し、今日的な環境問題にも適切に対処でき

る新たな条例として、平成15 年10 月1 日に施行しました。（一部は平成16 年4 月1 日施行） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪条例の構成≫ 

前文                     第 4章 生活環境の保全に関する措置 

第 1 章 総則                  第 1 節 廃棄物等の焼却の制限 

第 2 章 環境の保全に関する基本的施策      第 2 節 生活排水による水質汚濁の防止 

第 3 章 工場、事業場等に対する規制等      第 3 節 生活騒音の防止 
第 1 節 大気汚染に関する規制        第 5 章 環境への負荷の低減に関する措置 

第 2 節 水質汚濁の防止            第 1節 地球環境の保全のための基本的な責務 

第 3 節 工場等に係る騒音等に関する規制    第 2節 建築物に係る環境への負荷の低減 

第 4 節 特定建設作業に係る騒音等に関する規制    第 3節 事業活動に伴う地球温暖化の防止 

第 5 節 営業等に係る騒音等に関する規制    第 4節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減  

第 6 節 悪臭の防止              第 5節 環境保全上健全な水循環の確保 

第 7 節 化学物質の適正管理         第 6 章 市、市民及び事業者のパートナーシップ  

第 8 節 土壌及び地下水の汚染に関する規制  第 7 章 雑則 

第 9 節 地下水の採取に関する規制等     第 8 章 罰則 

                       附則 
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（２）基本的な考え方及び特色 

この条例は、環境基本条例の理念、責務を踏まえた施策の具体化を図るための、環境の保全に

関する総合的な実施条例と位置づけられています。 

この条例には、工場・事業場に対する公害防止のための規制措置のほか、以下のような新しい

視点に立って、環境への負荷の低減に資する幅広い内容が盛り込まれています。 

この条例は、環境基本条例の理念、責務を踏まえた施策の具体化を図るための、環境の保全に

関する総合的な実施条例と位置づけられています。 

 

① 条例の対象分野 

大気・土壌・地下水汚染、有害化学物質対策等の他、地球環境問題など、今日的な環境問題に 

も適切に対応できる対象分野としています。 

 

② 環境汚染の実態を踏まえた規制措置の見直し 

法改正等に対応した新たな規制措置の創設の他、環境汚染の実態を踏まえた規制措置の見直 

し・拡張を図ります。 

 

③ 事業者の自主的な取組みの促進 

特定化学物質等適正管理書、建築物環境計画書の作成・届出、地球温暖化対策計画書・対策 

結果の作成・届出、公表など、事業者による自主的な取組みの一層の促進を図ります。 

 

④ 市民の日常生活における環境への配慮 

都市生活型公害、地球温暖化問題に対応するため、市民の日常生活における行動にも環境への 

配慮を求めます。（アイドリング・ストップの義務付け、家庭用を含めた小型焼却施設の原則 

使用禁止など） 

 

⑤ 環境に関わる各種情報の市民への積極的な提供 

市、市民及び事業者が、環境に関する問題意識を共有し、それぞれの責任と役割を果たしなが 

ら、自主的な取組みを実践していくことができるよう、相互の連携及び協働（パートナーシッ 

プ）、円滑なコミュニケーションの確保に努めていきます。 
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３ 環 境 基 準 

（１）大気汚染に係る環境基準 
昭和48年環境庁告示第25号 

昭和48年環境庁告示第35号 

昭和53年環境庁告示第38号 

昭和56年環境庁告示第47号 

平成 8年環境庁告示第73号 

平成 8年環境庁告示第74号 

平成21年環境省告示第33号  
物 質 二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 

環 境 上 の 条 件 

1時間値の1日平均値が0.04

ppm以下であり、かつ、1時

間値が0.1ppm以下であるこ

と。 

1時間値の1日平均値が0.04

ppmから0.06ppmまでのゾー

ン内又はそれ以下であるこ

と。 

1時間値の1日平均値が10p

pm以下であり、かつ、1時間

値の8時間平均値が20ppm

以下であること。 

測 定 方 法 

溶液導電率法又は紫外線

蛍光法 

ザルツマン試薬を用いる吸

光光度法又はオゾンを用い

る化学発光法 

非分散型赤外分析計を用

いる方法 

評 
 

価 
 

方 
 

法 

（長期的評価） 

1日平均値である測定値に

つき、測定値の高い方から 

2％の範囲内にあるものを除

外した値（2％除外値）で評

価する。ただし、1日平均値

が0.04ppmを超えた日が2日

以上連続しないこと。 

 

（短期的評価） 

測定を行った日の1時間値

の1日平均値または、各1時

間値を環境基準と比較して

評価を行う。 

（長期的評価） 

1日平均値である測定値に

つき、測定値の低い方から 

98％目に当る値（98％値）で

評価する。 

（長期的評価） 

1日平均値である測定値に

つき、測定値の高い方から 

2％の範囲内にあるものを除

外した値（2％除外値）で評

価する。ただし、1日平均値

が10ppmを超えた日が2日以

上連続しないこと。 

 

（短期的評価） 

測定を行った日の1時間値

の1日平均値または、8時間

平均値を環境基準と比較し

て評価を行う。 

達 成 期 間 

維持され、または原則として

5年以内において達成され

るよう努めるものとする。 

・0.06ppmを超える地域…… 

0.06ppmが達成されるよう

努めるものとし、その達成

期間は原則として7年以内

とする。 

・0.04ppmから0.06ppmまで 

のゾーン内にある地域…… 

原則としてこのゾーン内に

おいて現状程度の水準を

維持し、又はこれを大きく

上回ることのないよう努める

ものとする。 

維持され、または早期に達

成されるよう努めるものとす

る。 

適 用 等 

・当該物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所にお

いて測定した測定値。 

・工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適

用しない。 

4



物 質 浮遊粒子状物質 光化学オキシダント 微小粒子状物質 

環 境 上 の 条 件 

1時間値の1日平均値が0.10

㎎/㎥以下であり、かつ、1時

間値が0.20㎎/㎥以下であ

ること。 

1時間値が0.06ppm以下で

あること。 

1年平均値が15㎍/㎥以下

であり、かつ、1日平均値が 

35㎍/㎥以下であること。 

測 定 方 法 

濾過捕集による重量濃度測

定方法又はこの方法によっ

て測定された重量濃度と直

線的な関係を有する量が得

られる光散乱法、圧電天び

ん法若しくはベータ線吸収

法 

中性ヨウ化カリウム溶液を用

いる吸光光度法若しくは電

量法、紫外線吸収法又はエ

チレンを用いる化学発光法 

濾過捕集による質量濃度測

定方法又はこの方法によっ

て測定された質量濃度と等

価な値が得られると認められ

る自動測定機による方法 

評 
 

価 
 

方 
 

法 

（長期的評価） 

1日平均値である測定値に

つき、測定値の高い方から 

2％の範囲内にあるものを除

外した値（2％除外値）で評

価する。ただし、1日平均値

が0.10㎎/㎥を超えた日が 

2日以上連続しないこと。 

 

（短期的評価） 

測定を行った日の1時間値

の1日平均値または、各1時

間値を環境基準と比較して

評価を行う。 

（短期的評価） 

5時から20時の昼間時間帯

において、年間を通じて1時

間値が0.06ppm以下に維持

されること。 

（長期的評価） 

1年平均値かつ1日平均値

のうち年間98パーセンタイル

値で評価する。 

達 成 期 間 
維持され、又は早期に達成

されるよう努めるものとする。 

維持され、又は早期に達成

されるよう努めるものとする。 

維持され、又は早期に達成

されるよう努めるものとする。 

適 用 等 

・当該物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所にお

いて測定した測定値。 

・工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、

適用しない。 

備考 

1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10㎛以下のものをいう。 

2 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成され

る酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

3 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5㎛の粒子を50％の割

合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 
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（２）有害大気汚染物質に係る環境基準 
平成 9年環境庁告示第  4号 

  平成13年環境省告示第 30号 

改正  平成30年環境省告示第100号  
物   質 環 境 上 の 条 件 測 定 方 法 

ベ ン ゼ ン 
1年平均値が0.003㎎/㎥以下で

あること。（H9. 2. 4告示） 

キャニスター若しくは捕集管により採取し

た試料をガスクロマトグラフ質量分析計

により測定する方法又はこれと同等以上

の性能を有すると認められる方法 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 
1年平均値が0.13㎎/㎥以下で

あること。（H30.11.19告示） 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 
1年平均値が0.2㎎/㎥以下であ

ること。（H9. 2. 4告示） 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 
1年平均値が0.15㎎/㎥以下で

あること。（H13. 4.20告示） 

第１ 環境基準 
1 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、別表の物質の欄に掲げる物質ごとに、同表の環境上

の条件の欄に掲げるとおりとする。 
2 1の環境基準は、別表の物質の欄に掲げる物質ごとに、当該物質による大気の汚染の状況を的確に把

握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合に
おける測定値によるものとする。 

3 1の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所においては、
適用しない。 

第２ 達成期間 
ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれ
がある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよ
うにすることを旨として、その維持または早期達成に努めるものとする。 

 

参考  有害大気汚染物質に係る指針値 

平成15年環境省通知環管総発第030930004号 

平成18年環境省通知環水大総発第061220001号 

平成22年環境省通知環水大総発第101015002号 

平成26年環境省通知環水大総発第1405011号 

令和2年環境省通知環水大総発第2008201号  
物    質 指     針     値 

ア ク リ ロ ニ ト リ ル 1年平均値が2㎍/㎥以下であること。 

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 1年平均値が10㎍/㎥以下であること。 

水 銀 及 び そ の 化 合 物 1年平均値が0.04㎍Hg/㎥（40ngHg/㎥）以下であること。 

ニ ッ ケ ル 化 合 物 1年平均値が0.025㎍Ni/㎥（25ngNi/㎥）以下であること。 

ク ロ ロ ホ ル ム 1年平均値が18㎍/㎥以下であること。 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 1年平均値が1.6㎍/㎥以下であること。 

1 , 3 - ブ タ ジ エ ン 1年平均値が2.5㎍/㎥以下であること。 

ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 1年平均値が6ngAs/㎥以下であること。 

マンガン及び無機マンガン化合物 1年平均値が0.14㎍ Mn/㎥以下であること。 

塩 化 メ チ ル 1年平均値が94㎍/㎥以下であること。 

ア  セ  ト  ア  ル  デ  ヒ  ド  1年平均値が120㎍/㎥以下であること。 

*指針値とは、有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境
中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気
モニタリングの評価にあたっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待
されるものです。 
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（３）水質汚濁に係る環境基準 
 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号 

最終改正  令和 7 年 3 月環境省告示第 35 号 

① 人の健康の保護に関する環境基準 
項    目 基 準 値 測   定  方  法 対象水域 達成期間 

カ ド ミ ウ ム 0.003mg/L 以下 
日本産業規格（以下「規格」という。）K0102-3 14.3、14.4 又は 14.5 に
定める方法 

全 
 

 

公 
 

 

共 
 

 

用 
 

 

水 
 

 

域 

直
 
 
達
成
 
 
 
維
持
 
 
 
 
 
 
努
 
  

全 シ ア ン 検出されないこと。
規格 K0102-2 9.3.2 若しくは 9.3.3 の蒸留操作を行い、9.4、9.5 若しく
は 9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行わない）の分析を行う方法又は
付表１（蒸留操作は装置にて行う）に掲げる方法 

鉛 0.01mg/L 以下 規格 K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定める方法 

六 価 ク ロ ム 0.02mg/L 以下 

規格 K0102-3 24.3（24.3.3 及び 24.3.7 を除く。）に定める方法（ただ
し、次の１及び２に掲げる場合にあつては、それぞれ１及び２に定める
ところによる。） 
１ 規格 K0102-3 24.3.4、24.3.5 又は 24.3.6 に定める方法による場合

（24.3.3.4 の b)による場合に限る。） 試料に、その濃度が基準値相
当分（0.02mg/Ｌ）増加するように六価クロム標準液を添加して添加
回収率を求め、その値が 70～120％であることを確認すること。 

２ 規格K0102-3 24.3.2に定める方法により汽水又は海水を測定する
場合 １に定めるところによるほか、規格K0170-7 7のa)又はb)に定
める操作を行うこと。 

砒 素 0.01mg/L 以下 規格 K0102-3 20.3、20.4 又は 20.5 に定める方法 

総 水 銀 0.0005mg/L 以 下付表２に掲げる方法 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。付表３に掲げる方法 

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと。付表４に掲げる方法 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四 塩 化 炭 素 0.002mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

１ ， 2 － ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

シス－１，２－ジクロロエチレﾝ 0.04mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

１，１，１－トリクロロエタン 1mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

１，１，２－トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チ ウ ラ ム 0.006mg/L 以下 付表５に掲げる方法 

シ マ ジ ン 0.003mg/L 以下 付表６の第１又は第２に掲げる方法 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02mg/L 以下 付表６の第１又は第２に掲げる方法 

ベ ン ゼ ン 0.01mg/L 以下 規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セ レ ン 0.01mg/L 以下 規格 K0102-3 26.2、26.3 又は 26.4 に定める方法 

硝 酸 性 窒 素 及 び 

亜 硝 酸 性 窒 素 
10mg/L 以下 

硝酸性窒素にあつては規格 K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7 又は
15.8 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 K0102-2 14.2、
14.3 又は 14.4 に定める方法 

ふ つ 素 0.8mg/L 以下 

規格 K0102-2 5.2 及び 5.3、5.2 及び 5.4（妨害となる物質としてハロゲ
ン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合
にあつては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸
60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合
し、水を加えて 1,000ml としたものを用い、規格 K0170-6 6 図２注記の
アルミニウム溶液のラインを追加する。）又は 5.2（蒸留操作を行う場合
にあつては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH 試験紙によつて
液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物
質が共存しないことを確認した場合にあつては、蒸留操作を省略する
ことができる。）及び 5.5 に定める方法 

ほ う 素 1mg/L 以下 規格 K0102-3 5.2、5.5 又は 5.6 に定める方法  

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L 以下 付表７に掲げる方法 

備考 
１  基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
２ 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下

回ることをいう。別表２において同じ。 
３ 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。 
４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7 又は 15.8 により測定された硝酸イオンの

濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102-2 14.2、14.3 又は 14.4 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係
数 0.3045 を乗じたものの和とする。 
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② 生活環境の保全に関する環境基準 
ア 河川（湖沼を除く。） 

   （ｉ） 
項 
目 

 
類 
型 

利 用 目 的 の 
適 応 性 

基      準      値 
該当 
水域 水素イオン 

 濃   度 
（ｐＨ） 

生物化学的 
酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 
（ＳＳ） 

溶存酸素量 
（ＤＯ） 

大腸菌数 

ＡＡ 

水  道  1  級 
自  然  環  境  保  全 
及 び Ａ 以 下 の 欄 に 
掲  げ  る  も  の 

6.5 以上 
8.5 以下 

1 ㎎/L 以下 25 ㎎/L 以下 7.5 ㎎/L 以上 
20CFU/ 

100mL 以下 

水
域
類
型
 
 
 
指
定
す
 
水
域 

Ａ 

水  道  2  級  
水  産  1  級  
及 び Ｂ 以 下 の 欄 に 
掲  げ  る  も  の 

6.5 以上 
8.5 以下 

2 ㎎/L 以下 25 ㎎/L 以下 7.5 ㎎/L 以上 
300CFU/ 

100mL 以下 

Ｂ 

水  道  3  級  
水  産  2  級  
及  び  Ｃ  以  下  の  
欄  に  掲  げ  る  も  の 

6.5 以上 
8.5 以下 

3 ㎎/L 以下 25 ㎎/L 以下 5 ㎎/L 以上 
1,000CFU/ 
100mL 以下 

Ｃ 

水  産  3  級  
工  業  用  水  1  級  
及  び  Ｄ  以  下  の  
欄  に  掲  げ  る  も の 

6.5 以上 
8.5 以下 

5 ㎎/L 以下 50 ㎎/L 以下 5 ㎎/L 以上 － 

Ｄ 
工  業  用  水  2  級 
農  業  用  水  及  び 
Ｅ の 欄 に 掲 げ る も の 

6.0 以上 
8.5 以下 

8 ㎎/L 以下 100 ㎎/L 以下 2 ㎎/L 以上 － 

Ｅ 
工  業  用  水  3  級  
環  境  保  全 

6.0 以上 
8.5 以下 

10 ㎎/L 以下 
ごみ等の浮遊
が認められな
いこと。 

2 ㎎/L 以上 － 

測 定 方 法 

規 格 K0102-1 
12 に定める方法
又はガラス電極
を用いる水質自
動 監 視 測 定 装
置によりこれと同
程 度 の 計 測 結
果の得られる方
法 

規 格 K0102-1 
18 に定める方法 

付表 8 に掲げる
方法 

規 格 K0102-1 
21.2、21.3、21.4
及び 21.5 に定
める方法又は隔
膜電極若しくは
光学式センサを
用いる水質自動
監 視 測 定 装 置
によりこれと同程
度の計測結果の
得られる方法 

規 格 K0102-5 
5.6.2（5.6.2.7 は
除く。）に定める
方法（ただし、試 
料採取後直ちに
試験ができない
ときは、０～５℃
（凍結させない） 
の 暗 所 に 保 存
し、９ 時間以内
に試験すること
が 望 ま し く 、 12 
時 間 以 内 に 試
験する。） 

 

備考 
１ 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをそ
の値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎ は日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端
数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 ㎎/L 以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。 
３ 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であつて、計測結果を自動的に記録す

る機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 
４ 水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数

100CFU/100ml 以下とする。 
５ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている測定点を除

く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 
６ 水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない

（湖沼、海域もこれに準ずる。） 
７ 大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育した

コロニー数を数えることで算出する。 
注  1  自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

    2  水  道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

         〃  2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

         〃  3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

    3  水  産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

         〃  2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

         〃  3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

    4  工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

         〃   2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

         〃   3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

    5  環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
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（ⅱ） 
項目 

 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

該 当 

水 域 
全 亜 鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキル 

ベンゼンスルホン酸

及びその塩（LAS） 

生 物 Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生息す

る水域 

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 
水
域
類
型
 
 
 
指
定
す
 
水
域 

生 物 特 Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げ

る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚

仔の生育場として特に保全が必要な水

域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生 物 Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生 物 特 Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂ

の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

測 定 方 法 

規格 K0102-3 12.2、

12.3、12.4 及び 12.5 

に定める方法 

付表 9 に掲げる方法 規格 K0102-4 6.2.5 

に定める方法 

 

備考 

 1 基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 

 
 
〈水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定〉 
 ａ 名古屋市内水域 

水                域 該当類型 達成期間 備考 
荒 子 川 ( 全    域 ) Ｅ イ 

平成 9年 3 月 31 日 

愛知県告示 

中 川 運 河 ( 全    域 ) Ｅ イ 
堀 川 ( 全    域 ) Ｄ イ 
山 崎 川 ( 全    域 ) Ｄ イ 
天 白 川 ( 全    域 ) Ｃ イ 

 
ｂ 庄内川等水域 

水                域 該当類型 達成期間 備考 

庄 内 川 中 流 ( 1 ) (水野川合流点より上流) Ａ イ 

令和 2年 3 月 31 日 

愛知県告示 

庄 内 川 中 流 ( 2 ) (水野川合流点から水分橋まで)  Ｃ イ 

庄 内 川 下 流 ( 水 分 橋 よ り 下 流 ) Ｃ イ 

矢 田 川 上 流 ( 大 森 橋 よ り 上 流 ) Ｄ イ 

矢 田 川 下 流 ( 大 森 橋 よ り 下 流 ) Ｃ イ 

新 川 下 流 ( 新 橋 よ り 下 流 ) Ｄ イ 

平成 29 年 3月 31 日 

愛知県告示 五 条 川 下 流 ( 待 合 橋 よ り 下 流 ) Ｄ イ 

日 光 川 ( 全    域 ) Ｄ イ 
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〈水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定〉 
 ａ 名古屋市内水域 

水                域 該当類型 達成期間 備考 
荒 子 川 ( 全    域 ) 生物Ｂ イ 

平成 25 年 12 月 24 日 

愛知県告示 

中 川 運 河 ( 全    域 ) 生物Ｂ イ 
堀 川 ( 全    域 ) 生物Ｂ イ 
山 崎 川 ( 全    域 ) 生物Ｂ イ 
天 白 川 ( 全    域 ) 生物Ｂ イ 

 
ｂ 庄内川等水域 

水                域 該当類型 達成期間 備考 
庄 内 川 ( 全    域 ) 生物Ｂ イ 

平成 25 年 12 月 24 日 

愛知県告示 

矢 田 川 ( 全    域 ) 生物Ｂ イ 
新 川 下 流 ( 新 橋 よ り 下 流 ) 生物Ｂ イ 
五 条 川 下 流 ( 待 合 橋 よ り 下 流 ) 生物Ｂ ハ 
日 光 川 ( 全    域 ) 生物Ｂ ハ 
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イ 海  域  
 （ｉ） 

項 

目 

類 

型 

利 用 目 的 の 

適 応 性 

基準値 

該当 

水域 水素イオン 

濃   度 

（ｐＨ） 

化 学 的 

酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

溶 存 

酸素量 

（ＤＯ） 

大腸菌数 
ｎ－ヘキサン 

抽 出 物 質

（油分等） 

A 

水  産  1  級 

自  然  環  境  保  全 

及 び Ｂ 以 下 の 欄

に  掲  げ  る  も  の 

7.8 以上 

8.3 以下 
2 ㎎/L 以下 7.5 ㎎/L 以上 

20CFU/ 

100mL 以下 

検出されない

こと。 
水
域
類
型
 
 
 
指
定
す
 
水
域 

B 

水  産  2  級 

工  業  用  水 

及  び  Ｃ  の  欄  に 

掲  げ  る  も  の 

7.8 以上 

8.3 以下 
3 ㎎/L 以下 5 ㎎/L 以上 － 

検出されない

こと。 

C 環  境  保  全 
7.0 以上 

8.3 以下 
8 ㎎/L 以下 2 ㎎/L 以上 － － 

測 定 方 法 

規格 K0102-1 12

に定める方法又

はガラス電極を用

いる水質自動監

視測定装置により

これと同程度の計

測結果の得られる

方法 

規格 K0102-1 17.2

に定める方法（ただ

し、B 類型の工業用

水及び水産２級のう

ちノリ養殖の利水点

における測定方法

はアルカリ性法） 

規 格 K0102-1 

21.2、21.3、21.4 及

び 21.5 に定める方

法又は隔膜電極若

しくは光学式センサ

を用いる水質自動

監視測定装置により

これと同程度の計測

結果の得られる方法 

規 格 K0102-5 

5.6.2 （ 5.6.2.7 は

除く。）に定める方

法（ただし、試料

採取後直ちに試

験ができないとき

は、０～５℃（凍結

させない）の暗所

に保存し、９時間

以内に試験するこ

とが望ましく、12 

時間以内に試験

する。） 

規 格 K0102-1 

22.5 に定める方

法 

 

備考 １ アルカリ性法とは次のものをいう。 

        試料50mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10Ｗ／V％）１mLを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液（2mmol/L）10mLを正確に加え

たのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液（10W／V％）1mLとアジ化ナトリウム溶液（4Ｗ／V％）1滴を加え、冷却後、硫

酸（2＋1）0.5mLを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。 

同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。 

          ＣＯＤ（Ｏ２ｍｇ/L）＝0.08×［（b)－（ａ）］×ｆＮa２Ｓ２Ｏ３×1000／50 

           （ａ）：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）の滴定値（mL） 

           （b）：蒸留水について行なつた空試験値（mL） 

            ｆＮa２Ｓ２Ｏ３ ：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）の力価 

２ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数 

300CFU/100ml 以下とする。 

３ 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数

えることで算出する。 

注  1  自然環境保全：自然探勝等の環境保全  

    2  水産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用  

        〃 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用  

    3  環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度  
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 （ⅱ） 
 項目 

 

類型 

利 用 目 的 の 適 応 性 

基  準  値 
該当 

水域 全 窒 素 全   燐 

Ⅰ 
自 然 環 境 保 全 及 び Ⅱ 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の  

（  水  産  2  種  及  び  3  種  を  除  く  。 ） 
0.2 ㎎/L 以下 0.02 ㎎/L 以下 

水
域
類
型
 
 
 
指
定
す
 
水
域 

Ⅱ 

水  産  1  種  
及  び  Ⅲ  以  下  の  欄  に  掲  げ  る  も  の  
（  水  産  2  種  及  び  3  種  を  除  く  。 ） 

0.3 ㎎/L 以下 0.03 ㎎/L 以下 

Ⅲ 
水  産  2  種  

及 び Ⅳの 欄 に掲げ る も の（ 水 産  3  種を 除 く。 ） 
0.6 ㎎/L 以下 0.05 ㎎/L 以下 

Ⅳ 
水  産  3  種  
工  業  用  水  
生  物  生  息  環  境  保  全 

1 ㎎/L 以下 0.09 ㎎/L 以下 

測 定 方 法 
規格 K0102-2 17.4 又
は  17.5 （ 17.5.3.2 を 除
く。）に定める方法 

規 格  K0102-2 18.4
（18.4.1.4 の b)を除く。）
に定める方法
 

 

備考 1 基準値は、年間平均値とする。  

2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 

注  1  自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

    2  水産 1 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

        〃 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

        〃 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

    3  生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

 
（ⅲ） 

項目 
 

類型 

水生生物の生息状況の適
応性 

基準値 

該当水域 
全 亜 鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベンゼ
ンスルホン酸及びそ
の塩（LAS） 

生 物 Ａ 水生生物の生息する水域 0.02 ㎎/L 以下 0.001 ㎎/L 以下 0.01 ㎎/L 以下 
水
域
類
型
 
 
  

指
定
す
 
水
域 

生 物 特 Ａ 

生物Ａの水域のうち、水生
生物の産卵場 （繁殖場）
又は幼稚仔の生育場として
特に保全が必要な水域 

0.01 ㎎/L 以下 0.0007 ㎎/L 以下 0.006 ㎎/L 以下 

測 定 方 法 
規格 K0102-3 12.2、
12.3、12.4 及び 12.5 
に定める方法 

付表 9 に掲げる方法 規格 K0102-4 6.2.5 
に定める方法
 

 

 
（ⅳ） 

項目 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

該当水域 
底層溶存酸素量 

生 物 １ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生

産できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 水
域
類
型
 
 
  

指
定
す
 
水
域 

生 物 ２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息

できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低

い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0 ㎎/L 以上 

生 物 ３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産

できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0 ㎎/L 以上 

測 定 方 法 

規格 K0102-1 21.2、

21.3、21.4 及び 21.5 

に定める方法又は付

表 10 に掲げる方法
 

 

備考 

１ 基準値は、日間平均値とする。 

２ 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 
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〈水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定〉 

水                域 該当類型 達成期間 備考 

名古屋港（ 甲 ）  （注の水域） 海域Ｃ ハ 平成 14 年 3月 29 日 

環境省告示 
注 木曽川左岸導流堤南端と外港第 1 航路第 1 灯標（北緯 34 度 58 分６秒、東経 136 度 47 分 55 秒）を結ぶ線、同地点と知多市

と常滑市の境界である陸岸の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 

 

〈全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型指定〉 
水                域 該当類型 達成期間 備考 

伊勢湾（イ）  （注の水域） 海域Ⅳ イ 平成 14 年 3月 15 日 

環境省告示 
注 木曽川左岸導流堤南端から伊勢湾灯標まで引いた線、同灯標から名古屋港南 5 区埋立地南端まで引いた線、同埋立地東端

から日長川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 

 

〈水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定〉 
水                域 該当類型 達成期間 備考 

伊勢湾     （注 1の水域） 生物Ａ イ 
平成 24 年 11 月 2 日 

環境省告示 伊勢湾（イ）  （注 2の水域） 生物特Ａ イ 
注 1 愛知県羽豆岬から同県篠島北端まで引いた線、同島南端から同県伊良湖岬まで引いた線、同地点から三重県大王埼まで引い

た線及び陸岸により囲まれた海域であって、伊勢湾（イ）、伊勢湾（ロ）、伊勢湾（ハ）、伊勢湾（ニ）、伊勢湾（ホ）、伊勢湾（ヘ）、

伊勢湾（ト）に係る部分を除いたもの。 

2 愛知県名古屋市港区空見町空見ふ頭内南西部フェリーふ頭西側の陸地の地点と愛知県海部郡飛島村金岡木場金岡ふ頭 

北東端の陸地の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 

 

〈底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型指定〉 
水                域 該当類型 達成期間 備考 

名古屋港  （注の水域） 生物２ ― 令和 4年 12 月 20 日 

環境省告示 
注 高潮防波堤（鍋田堤）の南東端（北緯 35 度 0 分 43 秒、東経 136 度 47 分 51 秒）と高潮防波堤（中央堤）の北西端（北緯 35 度 0

分 34 秒、東経 136 度 48 分 6 秒）を結ぶ線、高潮防波堤（中央堤）の南東端（北緯 34 度 59 分 51 秒、東経 136 度 49 分 12 秒）と

高潮防波堤（知多堤）の北西端（北緯 34 度 59 分 38 秒、東経 136 度 49 分 32 秒）を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 

 

 

〈達成期間の分類〉（河川についても同様） 
分類 達成期間 

イ 直ちに達成 

ロ 5 年以内で可及的速やかに達成 

ハ 5 年を超える期間で可及的速やかに達成 
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（４）地下水の水質汚濁に係る環境基準 

平成 9 年環境庁告示第 10 号 

最終改正  令和 7 年 3 月環境省告示第 35 号 

項  目 基 準 値 測 定 方 法 

カ ド ミ ウ ム 0.003 ㎎/ℓ以下 
日本産業規格（以下「規格」という。）Ｋ0102-3 14.3、14.4 又は 14.5 に定める

方法 

全 シ ア ン 検出されないこと 

規格 K0102-2 9.3.2 若しくは 9.3.3 の蒸留操作を行い、9.4、9.5 若しくは 
9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行わない。）の分析を行う方法又は昭和 
46 年 12 月環境庁告示第 59 号（水質汚濁に係る環境基準について）
（以下「公共用水域告示」という。）付 

表１（蒸留操作は装置にて行う。）に掲げる方法 

鉛 0.01 ㎎/ℓ以下 規格 K0102-3 13.2、13.3、
13.4 又は 13.5 に定める方法 

六 価 ク ロ ム 0.02 ㎎/ℓ以下 

規格 K0102-3 24.3（規格 K0102-3 24.3.3 及び 24.3.7 を除く。）に定める

方法（ただし、次の１から２までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から２ま

でに定めるところによる。） 

１ 規格 K0102-3 24.3.4、24.3.5 又は 24.3.6 に定める方法による場合

（規格 K0102-3 24.3.3.4 の b）による場合に限る。） 試料に、その濃度

が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するように六価クロム標準液を添加し

て添加回収率を求め、その値が 70～120％であることを確認すること。 

２ 規格 K0102-3 24.3.2 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 

１に定めるところによるほか、規格 K0170-7 7 の a）又は b)に定める操作

を行うこと。 

砒 素 0.01 ㎎/ℓ以下 規格 K0102-3 20.3、20.4 又は 20.5 に定める方法 

総 水 銀 0.0005 ㎎/ℓ以下 公共用水域告示付表２に掲げる方法 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと 公共用水域告示付表３に掲げる方法 

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと 公共用水域告示付表４に掲げる方法 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四 塩 化 炭 素 0.002 ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

ク ロ ロ エ チ レ ン （ 別 名 

塩 化 ビ ニ ル 又 は 塩 化 

ビ ニ ル モ ノ マ ー ） 

0.002 ㎎/ℓ以下 平成 9 年 3 月環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004 ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1  ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.04 ㎎/ℓ以下 
シス体にあっては規格Ｋ0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体に

あっては規格Ｋ0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン 1   ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1 , 1 , 2 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.006 ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002 ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チ ウ ラ ム 0.006 ㎎/ℓ以下 公共用水域告示付表５に掲げる方法 

シ マ ジ ン 0.003 ㎎/ℓ以下 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02 ㎎/ℓ以下 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

ベ ン ゼ ン 0.01 ㎎/ℓ以下 規格Ｋ0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セ レ ン 0.01 ㎎/ℓ以下 規格 K0102-3 26.2、26.3 又は 26.4 に定める方法 

硝 酸 性 窒 素 及 び 

亜 硝 酸 性 窒 素 
10   ㎎/ℓ以下 

硝酸性窒素にあっては規格 K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7 又は 15.8 に

定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格 K0102-2 14.2、14.3 又は 14.4 

に定める方法 
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項   目 基 準 値 測 定 方 法 

ふ っ 素 0.8  ㎎/ℓ以下 

規格 K0102-2 5.2 及び 5.3 若しくは 5.4（妨害となる物質としてハロゲン化

合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、

蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナト

リウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml 

としたものを用い、規格 K0170-6 6 図２注記のアルミニウム溶液のラインを追

加する。）に定める方法又は規格 K0102-2 5.2（蒸留操作を行う場合にあって

は、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH 試験紙によって液性を判別する。

懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確

認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び規格 K0102-2 

5.5 に定める方法 

ほ う 素 1   ㎎/ℓ以下 規格 K0102-3 5.2、5.5 又は 5.6 に定める方法 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.05 ㎎/ℓ以下 公共用水域告示付表 7 に掲げる方法 

備考 

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下

回ることをいう。 

３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7 又は 15.8 により測定された硝酸イオンの

濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102-2 14.2、14.3 又は 14.4 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係

数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

４ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格Ｋ0125 の 5.1、5.2

又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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（５）騒音に係る環境基準 
 
○騒音に係る環境基準について 

（平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正 平成 24 年環境省告示第 54 号） 
 
道路に面する地域以外の地域 

地域の類型 
基準値 

該当地域 
昼間 夜間 

ＡＡ 50 デシベル以下 40 デシベル以下 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令
（平成 5 年政令第 371 号）第 2 条の規定に基づき都道府
県知事（市の区域内の地域については、市長。）が地域の
区分ごとに指定する地域 

Ａ及びＢ 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

Ｃ 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

注 1 時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時までの間とする。  
2 ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。  
3 Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。  
4 Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。  
5 Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 
 

道路に面する地域 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

Ａ地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 デシベル以下 55 デシベル以下 

Ｂ地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域
及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

道路に面する地域において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として

次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 
 

基準値 

昼間 夜間 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考 ：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるとき

は、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあって 40 デシベル以下）による

ことができる。 

 
 

○騒音に係る環境基準の地域の類型 

（平成 24年名古屋市告示第 141 号、最終改正 平成 27 年名古屋市告示第 353 号） 
 

地域の類型 該当地域 

Ａ 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域及

び第 2 種中高層住居専用地域 

Ｂ 
第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定めら

れていない地域 

Ｃ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 
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（６）新幹線鉄道騒音に係る環境基準 
※ 関係部分を抜粋して引用しているため、番号が連続していない場合がある。 
 
○新幹線鉄道騒音に係る環境基準について 

（昭和 50 年環境庁告示第 46 号、最終改正 平成 12 年環境庁告示第 78 号） 
 
●環境基準 

１ 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県

知事が指定する。 
 

地域の類型 基準値 

Ⅰ 70 デシベル以下 

Ⅱ 75 デシベル以下 
注 Ⅰをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の

地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。  

 

２ １の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。 

（1） 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する 20 本の列車につい

て、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取って行うものとする。 

（2） 測定は、屋外において原則として地上 1.2 メートルの高さで行うものとし、その測定点としては、当該地域の

新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとす

る。 

（4） 評価は、(1)のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均して行うものとする。 

３ １の環境基準は、午前６時から午後１２時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するものとする。 
 
 

○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型の指定 

（昭和 52 年愛知県告示第 484 号、最終改正 平成 30 年３月 30 日愛知県告示第 203 号） 
 

地域の類型 該 当 地 域  

Ⅰ 
別表に掲げる地域のうち第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高
層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居
地域、田園住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 

Ⅱ 別表に掲げる地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

 
別表（抜粋） 
 

東海道新幹線の線路の中心線から左右両側にそれぞれ 400メートルまでの地域。ただし、鉄けた橋りょうに

ついては左右両側にそれぞれ 600 メートルまでの地域及び橋りょうの橋けたの先端部と線路の中心線の交点

を中心にそれぞれ橋りょうの反対側に半径 600 メートルの円内の地域。ただし、東海道新幹線敷地、河川敷

及び工業専用地域を除く。 
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（７）航空機騒音に係る環境基準 
※ 関係部分を抜粋して引用しているため、番号が連続していない場合がある。 
 
○航空機騒音に係る環境基準について 

（昭和 48 年環境庁告示第 154 号、最終改正 平成 19 年環境省告示第 114 号） 
 
●環境基準 

１ 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県

知事が指定する。 
 

地域の類型 基 準 値 

Ⅰ 57 デシベル以下 

Ⅱ 62 デシベル以下 
注 Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であって、通常の生活を保全

する必要がある地域とする。  

 

２ １の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。 

（１） 測定は、原則として連続７日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より 10 デシベル以上大きい航空機騒

音について、単発騒音暴露レベル（LAE）を計測する。 

（４） 評価は算式アにより１日（午前 0 時から午後 12 時まで）ごとの時間帯補正等価騒音レベル（Lden）を算出し、

全測定日の Lden について、算式イによりパワー平均を算出するものとする。 
 
   算式ア 
 
 
 
 
   算式イ 

 
 

 
 

●達成期間 

１ 環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成期間の欄に掲げる期

間で達成され、又は維持されるものとする。この場合において、達成期間が５年をこえる地域においては、中間

的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階的に環境基準が達成されるようにするものとする。 
 

飛行場の区分 達成期間 改善目標 

新設飛行場 
直ちに － 

既
設
飛
行
場 

第三種空港及びこれに準ずるもの 

第 二 種 空 港  
（福岡空港を除く。） 

Ａ 5 年以内 － 

Ｂ 
10 年以内 

5 年以内に、70 デシベル未満とすること又
は 70 デシベル以上の地域において屋内で
50 デシベル以下とすること。 

成 田 国 際 空 港 

第一種空港（成田国際空港を除
く。）及び福岡空港 

10 年をこえ
る期間内に
可及的速や
かに  

１ 5 年以内に、70 デシベル未満とすること
又は 70 デシベル以上の地域において
屋内で 50 デシベル以下とすること。  

２ 10 年以内に、62 デシベル未満とすること
又は 62 デシベル以上の地域において
屋内で 47 デシベル以下とすること。 

２ 自衛隊等が使用する飛行場の周辺地域においては、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密集度を

勘案し、当該飛行場と類似の条件にある前項の表の飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又は維持さ

れるように努めるものとする。 
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３ 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、１の達成期間で環境基準を達成することが困難と考えら

れる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基

準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期す

るものとする。 

 

 

○航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定 
（昭和 52 年愛知県告示第 483 号、最終改正 平成 30 年３月 30 日愛知県告示第 202 号） 

 
地域の類型 地域の類型を当てはめる地域 

Ⅰ 
別表に掲げる地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種
中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地
域、準住居地域、田園住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 

Ⅱ 別表に掲げる地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

 
別表 
 

１ 愛知県名古屋飛行場（愛知県西春日井郡豊山町豊場）の位置を示す標点（北緯 35 度 15 分 06 秒、東経

136 度 55 分 39 秒）から滑走路延長方向に延ばした直線（以下「名古屋中心線」という。）と直角方向に東方５

キロメートル、西方４キロメートルの点を通る名古屋中心線との平行線、標点から名古屋中心線上に南方へ 18

キロメートルの点を通る名古屋中心線との垂線及び愛知、岐阜両県の県境によって囲まれる地域。ただし、愛

知県名古屋飛行場の敷地並びに河川区域及び工業専用地域を除く。 
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（８）土壌の汚染に係る環境基準 
平成 3 年環境庁告示第 46 号 

最終改正 令和 7 年環境省告示第 37 号 

項  目 環境上の条件 測 定 方 法 

カ ド ミ ウ ム 

検液 1ℓにつき 0.003 ㎎以
下であり、かつ、農用地に
おいては、米 1 ㎏につき
0.4 ㎎以下であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあって
は、日本産業規格（以下「規格」という。）K0102-3 
14.3、14.4 又は 14.5 に定める方法、農用地に係るもの
にあっては、昭和 46 年６月農林省令第 47 号に定める
方法 

全 シ ア ン 
検液中に検出されないこ
と。 

規格 K0102-2 9.3.2 若しくは 9.3.3 の蒸留操作を行い、
9.4、9.5、 9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行わな
い。）若しくは 9.7 の分析を行う方法又は昭和 46 年 12
月環境庁告示第 59 号付表１（蒸留操作は装置にて行
う。）に掲げる方法 

有 機 燐 （  り  ん ） 
検液中に検出されないこ
と。 

規格 K0102-4 7.2.1 及び 7.2.3 に定める方法又はパラ
チオン、メチルパラチオン若しくは EPN にあっては規格
K0102-4 7.2.1、7.2.2.2 及び 7.2.5 又は 7.2.1 及び 
7.2.6 に定める方法（ただし、7.2.6 に定める方法により
測定する場合において、7.2.2 のクリーンアップを行うと
きは、7.2.2.2 に定める操作とする。） 

鉛 
検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以
下であること。 

規格 K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定める方
法 

六 価 ク ロ ム 
検液 1ℓにつき 0.05 ㎎以
下であること。 

規格 K0102-3 24.3（24.3.7 を除く。）に定める方法（た
だし、24.3.2 に定める方法により塩分の濃度の高い試
料を測定する場合にあっては、規格 K0170-7 7 の a)
又は b)に定める操作を行うものとする｡） 

砒 （ ひ ）    素 

検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以
下であり、かつ、農用地
（田に限る。） において
は、土壌 1 ㎏につき 15 ㎎
未満であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあって
は、規格 K0102-3 20.2、20.3、20.4 又は 20.5 に定め
る方法、農用地に係るものにあっては、昭和 50 年４月
総理府令第 31 号に定める方法 

総 水 銀 
検液 1ℓにつき 0.0005 ㎎
以下であること。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 2 に掲げる
方法 

ア ル キ ル 水 銀 
検液中に検出されないこ
と。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 3 及び昭和
49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 1 に掲げる方法 

Ｐ Ｃ Ｂ 
検液中に検出されないこ
と。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 4 に掲げる
方法 

銅 
農用地（田に限る）におい
て、土壌 1 ㎏につき 125 ㎎
未満であること。 

昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 
検液 1ℓにつき 0.02 ㎎以
下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四 塩 化 炭 素 
検液 1ℓにつき 0.002 ㎎以
下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方
法 

ク ロ ロ エ チ レ ン （ 別 名 
塩 化 ビ ニ ル 又 は 塩 化 
ビ ニ ル モ ノ マ ー ） 

検液 1ℓにつき 0.002 ㎎以
下であること。 

平成 9 年 3 月環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 
検液 1ℓにつき 0.004 ㎎以
下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

1 ,1-ジクロロエチレン 
検液 1ℓにつき 0.1 ㎎以下
であること。 

規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1 ,2-ジクロロエチレン 
検液 1ℓにつき 0.04 ㎎以
下であること。 

シス体にあっては規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定
める方法、トランス体にあっては規格 K0125 5.1、5.2 
又は 5.3.1 に定める方法 

20



 

項  目 環境上の条件 測 定 方 法 

1,1,1-トリクロロエタン 
検液 1ℓにつき 1 ㎎以下で
あること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方
法 

1,1,2-トリクロロエタン 
検液 1ℓにつき 0.006 ㎎以
下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方
法 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 
検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以
下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方
法 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 
検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以
下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方
法 

1 , 3-ジクロロプロペン 
検液 1ℓにつき 0.002 ㎎以
下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チ ウ ラ ム 
検液 1ℓにつき 0.006 ㎎以
下であること。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 5 に掲げる
方法 

シ マ ジ ン 
検液 1ℓにつき 0.003 ㎎以
下であること。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1 
又は 第 2 に掲げる方法 

チ オ ベ ン カ ル ブ 
検液 1ℓにつき 0.02 ㎎以
下であること。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1 
又は第 2 に掲げる方法 

ベ ン ゼ ン 
検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以
下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セ レ ン 
検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以
下であること。 

規格 K0102-3 26.2、26.3 又は 26.4 に定める方法 

ふ っ 素 
検液 1ℓにつき 0.8 ㎎以下
であること。 

規格 K0102-2 5.2 及び 5.3、5.2 及び 5.4（妨害となる物質として

ハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測

定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫

酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグ

リセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml としたものを用い、

規格 K0170-6 6 図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加す

る。）、5.2（蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン

溶液を加えず、pH 試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及

びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確

認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び 5.5 

又は 5.2 及び 5.6 に定める方法 

ほ う 素 
検液 1ℓにつき 1 ㎎以下で
あること。 

規格 K0102-3 5.2、5.5 又は 5.6 に定める方法 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 
検液 1ℓにつき 0.05 ㎎以
下であること。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 7 に掲げる
方法 

備考 
1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを

用いて測定を行うものとする。  
2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち

検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下
水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1ℓにつき 0.003 ㎎、0.01 ㎎、0.05 ㎎、0.01 ㎎、0.0005
㎎、0.01 ㎎、0.8 ㎎及び 1 ㎎を超えていない場合には、それぞれ検液 1ℓにつき 0.009 ㎎、0.03 ㎎、
0.15 ㎎、0.03 ㎎、0.0015 ㎎、0.03 ㎎、2.4 ㎎及び 3 ㎎とする。 

3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結
果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

4 有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 
5 1，2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と規格 

K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

 

第１ 環境基準  

１  環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。 

２  １の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握するこ

とができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値に
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よるものとする。  

３  １の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、

廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを

集積している施設に係る土壌については、適用しない。 

第２ 環境基準の達成期間等 

環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかにその達

成維持に努めるものとする。なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染

に起因する環境影響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 
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（９）ダイオキシン類に係る環境基準 
平成 11 年環境庁告示第 68 号  

改正 平成 14 年環境省告示第 46 号  
改正 平成 21 年環境省告示第 11 号 

 

媒体 基準値 測定方法 

大 気 
0.6pg － TEQ ／ m ３ 
以下 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサン
プラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計によ
り測定する方法 

水  質 
（  水  底  の 
底質を除く｡） 

1pg－TEQ／ℓ 
以下 

日本産業規格Ｋ0312 に定める方法 

水 底 の 底 質 
150pg－TEQ／ｇ 
以下 

水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能
ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 

土 壌 
1,000pg－ TEQ／ ｇ
以下 

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスク
ロマトグラフ質量分析計により測定する方法（ポリ塩化ジベンゾフラン等
（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンをいう。
以下同じ。）及びコプラナ-ポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するもので
あって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を 2 種類以上のキャピラリ
-カラムを併用して測定するものに限る。） 

備 考  
1  基準値は、2 , 3 , 7 , 8 ‐四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。  
2  大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。  
3  土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ

質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析
計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）によ
り測定した値（以下「簡易測定値」という。）に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限
とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。  

4  土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって､土壌中のダイオキシン類の量が 250pg－
TEQ／g 以上の場合（簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を乗じた値が
250pg－TEQ／g 以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 

注 水底の底質の環境基準は、平成 14 年 9 月 1 日から適用する。 
土壌の環境基準（測定方法）は、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 

第 1  環境基準  

  1  環境基準は、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。  

  2   1 の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、別表の媒体の項に掲げる媒体 ごとに、ダイオキシン類によ

る汚染又は汚濁の状況を的確に把握することができる地点において、同表の測定方法の項に掲げる方法により行うものとす

る。  

3  大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用し

ない。  

  4  水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。  

  5  水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 

  6  土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌に

ついては適用しない。  

第 2  達成期間等  

  1  環境基準が達成されていない地域又は水域にあっては、可及的速やかに達成されるように努めることとする。  

  2  環境基準が現に達成されている地域若しくは水域又は環境基準が達成された地域若しくは水域にあっては、その維持に努め

ることとする。  

  3  土壌の汚染に係る環境基準が早期に達成されることが見込まれない場合にあっては、必要な措置を講じ、土壌の汚染に起因

する環境影響を防止することとする。  

第 3  環境基準の見直し  

   ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宣見直すこととする。 
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４ 環境目標値 

（１）大気汚染に係る環境目標値（令和2年2月3日名古屋市告示第57号） 

 

 ①市民の健康の保護に係る目標値 

物質名 環境目標値 達成時期 

二酸化窒素 
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であ

ること。 
令和5年度 

浮遊粒子状物質 

1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下で

あり、かつ、1時間値が0.20mg/㎥以下で

あること。 

令和5年度 

微小粒子状物質 
1年平均値が15㎍/㎥以下であり、かつ、

1日平均値が35㎍/㎥以下であること。 
達成を維持するものとする。 

光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること。 
早期に達成するよう努めるも

のとする。 

 備考１ 地域は、名古屋市全域とする。 

   ２ 測定方法及び評価方法は、環境基準と同一とする。 

   ３ 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10㎛以下のもの

をいう。 

   ４ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5㎛の粒子を50％

の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される

粒子をいう。 

   ５ 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応

により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、

二酸化窒素を除く。）をいう。 

   ６ 光化学オキシダントについては、令和12年度までに「昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時

間数が300時間以下であること。」を当面の目標として設定する。 

 

 ②快適な生活環境の確保に係る目標値 

物質名 環境目標値 達成時期 

浮遊粒子状物質 
1年平均値が0.015㎎/㎥以下であるこ

と。 

達成し、維持するよう努めるも

のとする。 

 備考１ 地域は、名古屋市全域とする。 

   ２ 測定方法は、環境基準と同一とする。評価方法は、測定結果の1年平均値を環境目標値と

比較し、その他については、環境基準の評価方法を準用する。 

   ３ 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10㎛以下のもの

をいう。 
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（２）水質汚濁に係る環境目標値 （平成17年名古屋市告示第402号・最終改正令和7年名古屋市告示第194号）

②　水質の汚濁に関する目標

☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆

川 に 入 っ て
の 遊 び が 楽
し め る

水 際 で の 遊
び が 楽 し め
る

岸 辺 の 散 歩
が 楽 し め る

水 際 で の 遊
び や 自 然 観
察 が 楽 し め
る

岸 辺 の 散 歩
が 楽 し め る

水 際 で の 遊
び が 楽 し め
る

海 辺 の 散 歩
が 楽 し め る

- -

3 ㎎/L以下 5 ㎎/L以下 8 ㎎/L以下 - - - -

- - - 6 ㎎/L以下 8 ㎎/L以下 3 ㎎/L以下 5 ㎎/L以下

10 ㎎/L以下 15 ㎎/L以下 20 ㎎/L以下 15 ㎎/L以下 20 ㎎/L以下 5 ㎎/L以下 10 ㎎/L以下

3 ㎎/L以上 - -

1000個/
100 mL以下

- - - - - -

- - - 0.6 ㎎/L以下 1 ㎎/L以下

- - -
0.05 ㎎/L

以下
0.1 ㎎/L以下

0.01 ㎎/L
以下

0.02 ㎎/L
以下

0.0007 ㎎/L
以下

0.001 ㎎/L
以下

0.006 ㎎/L
以下

0.01 ㎎/L
以下

注1
　 2
　 3
　 4
　 5

測定方法
告示の河川（湖沼を除く。）の測定方法
ふん便性大腸菌群数については、メンブランフィル
ター法又は、疎水性格子付きメンブランフィルター法

告示の湖沼の測定方法 告示の海域の測定方法

0.002 ㎎/L以下

0.03 ㎎/L以下

ノニルフェノール

①　水の安全性に関する目標
　市内全ての公共用水域において、水質汚濁に係る環境基準（昭和46年環境庁告示第59号）に定める、人の健康の
保護に関する環境基準を達成することとする。

全  亜  鉛

生物化学的
酸素要求量

（ＢＯＤ）

全　　　燐

全　窒　素

ふ ん 便 性
大腸菌群数

溶存酸素量
（ＤＯ）

直鎖アルキルベンゼ
ンスルホン酸及びそ

の塩（LAS）

0.09 ㎎/L以下

7.8以上8.3以下 

5 ㎎/L以上5 ㎎/L以上

　

浮遊物質量
（ＳＳ）

化　学　的
酸素要求量

（ＣＯＤ）

水素イオン
濃度
（ｐＨ）

河川 ため池 海域

0.05 ㎎/L以下

0.002 ㎎/L以下

0.03 ㎎/L以下

0.05 ㎎/L以下

1 ㎎/L以下

6.5以上8.5以下

「測定方法」の欄において「告示」とは、昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号に掲げるものをいう。
ｐH、ＤＯ、ふん便性大腸菌群数及び河川・海域のＳＳは日間平均値とする。
ＢＯＤ、ＣＯＤの年間評価については、75％水質値によるものとする。
全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS及びため池のＳＳについては、年間平均値とする。
水質の汚濁に関する目標及び親しみやすい指標による目標については、令和12年度（2030年度）を目途として、その達成維持を図るものとす
る。

区分

水質の

ｲﾒｰｼﾞ
項目
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③　親しみやすい指標による目標

☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆

川 に 入 っ て
の 遊 び が 楽
し め る

水 際 で の 遊
び が 楽 し め
る

岸 辺 の 散 歩
が 楽 し め る

水 際 で の 遊
び や 自 然 観
察 が 楽 し め
る

岸 辺 の 散 歩
が 楽 し め る

水 際 で の 遊
び が 楽 し め
る

海 辺 の 散 歩
が 楽 し め る

にごりがない
（おおむね
70ｃｍ以上）

にごりが
少ない

（おおむね
50ｃｍ以上）

にごりがある
（おおむね
30ｃｍ以上）

にごりが
少ない

（おおむね
50ｃｍ以上）

にごりがある
（おおむね
30ｃｍ以上）

顔を近づけても
不快でないこと。

水際に寄っても
不快でないこと。

橋や護岸で不快
でないこと。

－ － － －

［淡水域］
アユ、
モロコ類、
ヒラタカゲロウ類、
カワゲラ類

［淡水域］
カマツカ、
オイカワ、
コカゲロウ類、
シマトビケラ類
ハグロトンボ

④　達成年度

ア　水の安全性に関する目標

　　　設定後直ちに達成し、維持するよう努めるものとする。

イ　水質の汚濁に関する目標、親しみやすい指標による目標

　　　令和12年度（2030年度）を目途として、その達成維持を図るものとする。

［海域］
クロダイ、
マハゼ、
シロギス,、
カレイ類、
ヤドカリ類、
アサリ

［干潟］
チゴガニ、
アナジャコ、
ヤマトシジミ

フナ類、
イトトンボ類、
コシアキトンボ、
ミズカマキリ類、
ヨシ、ガマ類、
ヒシ類

［汽水域］
マハゼ、 スズキ、ボラ、ヤマトシジミ

オイカワ、
ウチワヤンマ、
チョウトンボ、
トビケラ類、
ガガブタ、
クロモ、
ヒルムシロ類、
コウホネ

［淡水域］
フナ類、
イトトンボ類、
ミズムシ
（甲殻類）、
ヒル類

［汽水域］
フジツボ類、
ゴカイ類

水のにごり
（透視度）

にごりがない
（おおむね
70ｃｍ以上）

河川 ため池

流れのあること。

異常な着色のないこと。
水の華（アオコ）等の異常
な着色のないこと。

 不 快 で な い こ と。

ごみが捨てられていないこと。

［海域］
ボラ、
スズキ、
イソギンチャク
類、
フジツボ類

［干潟］
ニホンドロソコ
エビ、
ゴカイ類、
ヤマトオサガニ

不 快 で な い こ と。

生き物 生き物が生息・生育していること。

指標生物

赤潮・苦潮等の異常な着色
のないこと。

ごみ

水の流れ

水の色

水のにおい

海域区分

水質の

ｲﾒｰｼﾞ
項目
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<地域区分>

水域 区分 水質のイメージ 地域

☆
☆
☆

川に入っての遊びが楽しめる

荒子川上流部（境橋から上流の水域に限る。）、堀川上流部（猿投橋から
上流の水域に限る。）、堀川中流部（猿投橋から松重橋の水域に限
る。）、山崎川上流部（新瑞橋から上流の水域に限る。）、植田川（全域）、
扇川（全域）、庄内川上流部（水分橋から上流の水域に限る。）、庄内川
下流部（水分橋から下流の水域に限る。）、矢田川下流部（大森橋から下
流の水域に限る。）、香流川（全域）、新川上流部（平田橋から上流の水
域に限る。）及びこれらに流入する公共用水域（ため池を除く。）

☆
☆

水際での遊びが楽しめる

中川運河（全域）、堀川下流部（松重橋から下流の水域に限る。）、天白
川（全域）、鞍流瀬川（全域）、矢田川上流部（大森橋から上流の水域に
限る。）、新川下流部（平田橋から下流の水域に限る。）、福田川（全域）
及びこれらに流入する公共用水域（ため池を除く。）

☆ 岸辺の散歩が楽しめる
荒子川下流部（境橋から下流の水域に限る。）、新堀川（全域）、山崎川
下流部（新瑞橋から下流の水域に限る。）、戸田川（全域）及びこれらに
流入する公共用水域（ため池を除く。）

☆
☆

水際での遊びや自然観察が楽
しめる

河川☆☆☆区分及び☆☆区分に流入するため池 

☆ 岸辺の散歩が楽しめる 河川☆区分に流入するため池 

☆
☆

水際での遊びが楽しめる
名古屋市地先の海域のうち庄内川左岸線を港区金城ふ頭二丁目及び
金城ふ頭三丁目の区域の西岸に沿って延長した線より西の海域

☆ 岸辺の散歩が楽しめる 名古屋市地先の海域のうち☆☆区分の地域に属しない海域

河
川

た
め
池

海
域
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５ 大気・水質観測局等 

（１）大気汚染常時監視測定局の配置状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番 号 測 定 種 別 （ 管 理 者 ）  

○1  一 般 環 境 大 気 測 定 局  （ 愛 知 県 ）  

○2 ～○11  一 般 環 境 大 気 測 定 局  （ 名 古 屋 市 ）  

12～ 18 自 動 車 排 出 ガス測 定 局 （ 名 古 屋 市 ）  
 

 ： 名 古 屋 市 役 所  

 

① 

⑨ 
② 

④ 

13 

③ 

12 

⑥ 

⑦ 

14 

⑪ 
15 

⑤ 

17 

⑩ 

18 

⑧ 

国道 41 号 

国道 22 号 
国道 19 号 

国道302 号

国道153 号

国道 1 号 

国道 23 号 

国道 247 号 

国道 
154 号 

16 
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① 国設名古屋大気環境測定所 千種区鹿子殿21-1 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 城 北 つ ば さ 高 校 北区福徳町5-102 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

③ 名 楽 町 中村区名楽町4-7-18　 市 ○ ○ ○ ○ ○

④ 滝 川 小 学 校 昭和区滝川町131 市 ○ ○ ○ ○ ○

⑤ 八 幡 中 学 校 中川区元中野町2-11 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥ 富 田 支 所 中川区春田三丁目215 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦ 惟 信 高 校 港区惟信町2-262 市 ○ ○ ○ ○ ○

⑧ 白 水 小 学 校 南区松下町2-1 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑨ 守 山 保 健 セ ン タ ー 守山区小幡一丁目3-1 市 ○ ○ ○ ○ ○

⑩ 大 高 北 小 学 校 緑区大高町字町屋川1 市 ○ ○ ○ ○ ○

⑪ 天 白 保 健 セ ン タ ー 天白区島田二丁目201 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 上 下 水 道 局 北 営 業 所 北区田幡二丁目4-5 市 ○ ○ ○ ○

13 名 塚 中 学 校 西区新福寺町2-1-2 市 ○ ○ ○ ○ ○

14 若 宮 大 通 公 園 中区大須二丁目404番地先 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 熱 田 神 宮 公 園 熱田区旗屋一丁目10-45 市 ○ ○ 　 ○ ○

16 港 陽 港区港陽一丁目1-65 市 ○ ○ ○ ○ ○

17 千 竈 南区汐田町1304 市 ○ ○ ○ ○

18 元 塩 公 園 南区元塩町2 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

自排局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般局 3 10 0 10 10 1 10 10 1 1

自排局 1 7 1 7 3 1 7 7 1 0

一般局 4 11 1 11 11 2 11 11 2 1

自排局 1 7 1 7 3 1 7 7 1 0

風

向

・

風

速

二

酸

化

硫

黄

窒
 

素
 

酸
 

化
 

物

注1　窒素酸化物とは、一酸化窒素と二酸化窒素である。

一
般
環
境
大
気
測
定
局

名古屋市管理分

愛知県管理分

計

合　　　　　　　　　　　　　計

注2　炭化水素とは、非メタン炭化水素とメタンである。

温
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　　　（令和7年3月末現在）
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29



 －

（２） 大気発生源観測局の設置場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○：大気発生源観測局 

■：名古屋市役所 
                                

②

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

 

① 
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(令和7年3月末時点)

酸
素

窒
素
酸
化
物

温
度

燃
料
流
量

排
出
ガ
ス
量

① 千種 環境局猪子石工場 2 ○ ○ ○ ○

② 中部鋼鈑㈱製造所 1 ○ ○ ○ ○

③ 環境局富田工場 3 ○ ○ ○ ○

④ ㈱UACJ名古屋製造所 5 ○ ○ ○ ○ ○

⑤ ㈱JERA新名古屋火力発電所 11 ○ ○ ○ ○

⑥ 東亞合成㈱名古屋工場 2 ○ ○ ○ ○

⑦ 東レ㈱名古屋事業場 2 ○ ○ ○ ○

⑧ 上下水道局空見スラッジリサイクルセンター 2 ○ ○ ○ ○

⑨ 日清オイリオグループ㈱名古屋工場 1 ○ ○ ○ ○

⑩ ニチハ㈱名古屋工場 1 ○ ○ ○ ○

⑪ 大同特殊鋼㈱星崎工場 2 ○ ○ ○ ○

⑫ ニチハマテックス㈱大江工場 1 ○ ○ ○ ○

⑬ 守山 アサヒビール㈱名古屋工場 1 ○ ○ ○ ○

⑭ 緑 環境局鳴海工場 2 ○ ○ ○ ○

工場・事業場数 14 14 14 14 9 6

煙　　道　　数 36 36 36 36 21 15

煙
道
数

南

工場・事業場名
番
号

港

中川

区
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（３）水質主要調査地点 
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（令和7年3月末現在）

番
号

調査担当機関
番
号

調査担当機関

1 境 橋 環境局 34 手越川 手 越 橋 緑政土木局

2 北 中 島 橋 緑政土木局 35 焼 田 橋 〃

3 善 進 橋 〃 36 鳴 海 橋 環境局

4 荒 子 川 ポ ン プ 所 環境局 37 大高川 大 高 橋 緑政土木局

5 猿 子 橋 緑政土木局 38 鞍流瀬川 梶 田 橋 環境局

6 西 日 置 橋 環境局 39 福 島 橋 緑政土木局

7 長 良 橋 〃 40 新 西 福 橋 環境局

8 野 立 橋 緑政土木局 41 春 幡 橋 緑政土木局

9 東 海 橋 環境局 42 供 米 田 橋 〃

10 中 川 橋 緑政土木局 43 新 東 福 橋 環境局

11 猿 投 橋 環境局 44 比 良 新 橋 愛知県

12 小 塩 橋 〃 45 日 の 出 橋 環境局

13 納 屋 橋 緑政土木局 46 新地蔵川 新 生 橋 緑政土木局

14 洲 崎 橋 〃 47 生棚川 六 が 池 〃

15 尾 頭 橋 〃 48 大 留 橋 国土交通省

16 御 陵 橋 〃 49 水 分 橋 〃

17 紀 左 ヱ 門 橋 〃 50 枇 杷 島 橋 〃

18 港 新 橋 環境局 51 庄 内 新 川 橋 〃

19 舞 鶴 橋 緑政土木局 52 大矢川 山 の 田 橋 緑政土木局

20 向 田 橋 〃 53 野添川 野 添 橋 〃

21 立 石 橋 〃 54 長戸川 天 王 橋 〃

22 日 の 出 橋 環境局 55 大 森 橋 環境局

23 日 岡 橋 緑政土木局 56 天 神 橋 国土交通省

24 鼎 （ か な え ） 橋 環境局 57 下 川 原 橋 緑政土木局

25 新 瑞 橋 緑政土木局 58 香 流 橋 環境局

26 道 徳 橋 環境局 59 潮 見 ふ 頭 北 〃

27 高 針 橋 緑政土木局 60 Ｍ-1（ガーデンふ頭） 〃

28 植 田 橋 環境局 61 Ｎ-1（潮見ふ頭西） 〃

29 音 聞 橋 緑政土木局 62 Ｎ-11（潮見ふ頭南） 〃

30 菅 田 橋 〃 63 金 城 ふ 頭 西 〃

31 天 白 橋 環境局 64 Ｎ-10（庄内川河口） 〃

32 大 慶 橋 緑政土木局 65 Ｎ-14（藤前干潟） 〃

33 千 鳥 橋 環境局

天白川

新堀川

矢田川

山崎川 香流川 

植田川

名古屋港

中川運河

新川

堀川

庄内川

福田川

戸田川

調査地点 調査地点

荒子川 扇　川
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（４）地盤沈下・地下水位観測所の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 市 観 測 所 民 間 委 託 観 測 所（種別 ） 

番号 種別 名称 設置場所 番号 名称 所在地 

1  港北 港区港北中学校敷地内 1 昭和 港区昭和町 

2  戸田 中川区明正小学校敷地内 2 矢田南 東区矢田南五丁目 

3  荒子 中川区野田小学校敷地内 3 堀越 西区堀越一丁目 

4   南陽 港区南陽中学校敷地内 4 千年 熱田区千年一丁目 

5  中村 中村区諏訪小学校敷地内 5 春岡 千種区春岡通 

6  熱田 熱田区野立小学校敷地内 6 御器所 昭和区御器所町 

7   西 西区五町公園敷地内 7 不老町 千種区不老町 

8  北江 中川区市立工業高校敷地内 

 

4 南陽 

4 千年 

1 港北 

1 昭和 

6 熱田 

2 戸田 3 荒子 

5 中村 

3 堀越 

7 西 

6 御器所 

5 春岡 

2 矢田南 

8 北江 

７ 不老町 
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